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超高齢社会下での
ニューノーマル社会

―新型コロナウイルス禍の経済社会的総括―



２つの衝撃からのサバイバル

1. 人生１００年といわれる時代で、最後まで充実して
生き残る

2. コロナ禍の中で、ウイズコロナ、アフターコロナを生
き残る



１００年寿命で個人が直面するもの

1. 健康：65歳女性が100歳迄生存確率は14％(2040年；将来人
口推計予測)。しかし、基礎疾患がコロナのリスクを高める。

2. 経済：100歳まで生きる資金2000万円問題と逆に資金を使い
切らずに死ぬリスク。

3. 余暇：幸福の第3要素「社会的関係性」(時間の使い方)

1. ケインズの予言(1930年)「孫の世代の経済的可能性」

2. コロナ在宅勤務で都市部は2時間は浮く



幸福度に関する研究会報告―幸福度指標試案― 平成 23 年 12 月 5 日（内閣府）



１００年長寿で企業が直面するもの

1. 雇用：AIにとって代わられない仕事の1位は？

(「雇用の未来」byオズボーンら(Oxford))

2. 事業継続：接触80%ダウンでも、GDP打撃は2割だった理由

は？

3. サービスと女性の視点：男女共同参画社会の経済学的根拠







実体活動と価値の分離でコロナを乗り切る

リモートで代替できた



サービスのセンスでコロナを生き残る

コロナ下の日本経済(GDP)はサービスが70％以上、

サービス産業は女性就業比率高い。



１００年長寿時代の大学の課題

1. 超長寿社会；少ない労働者で高齢者に対応

2. これまで：知のモノづくりから
研究室の中の技術を社会実装（シーズ→ニーズ）

3. これから：知のバックキャスティングへ
将来の問題から現在開発するべき知見を定める
（ニーズ→シーズ ：ソルーション）



高齢化の推移と将来推計
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0～14歳 15～64歳 65歳以上

2015年までは総務省「国勢調査」、2018年は総務省「人口推計」（平成30年10月１日確定値）、2020年以降は国立社会保
障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29 年推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果。



未来からの挑戦：
バックキャスティング

ソルーション：未来を変える研究



100年長寿時代の政府の課題

現在の社会保障の基本は「国民皆保険」達成の1961年体
制に継ぎ足しで運用

1. 1961年当時の寿命は65歳（男性）

2. 高齢者だけでなく支える世代への対応

3. １００歳寿命時代の１００年年金の課題



厚生労働白書

令和元年簡易生命表



内閣府・厚生労働省「社会保障と税の明日を考える」



家族の介護や看護を理由とした離職者数

令和2年版『高齢社会白書』より転載。原資料；総務省「就業構造基本調査」



希望

出生率
1.8

介護
離職
ゼロ

GDP
600兆円



公的年金は本当に大丈夫か

吉田 浩第77回日本財政学会報告（2020）「令和元年年金財政検証報告の再検証」

令和元年
検証報告

平成２６年
検証報告

最高ケース ケースI ケースC

所得代替率 ５１．９％ ＞ ５１．０％

給付水準調
整停止年度

2046年度 ＞ 2043年度



所得代替率、５１．９％で安心か

所得代替率

=
高齢者夫婦２人受給年金額(税込)

現役所得１人分(税引後)



国民年金法 附則第２条の要旨

① 年金の給付金額は、勤労者の手取り収入の50％を確保
します。

② ５年おきの財政検証で、次の財検検証までに給付が
50％を下回るときには制度改正します。

③ その時には、給付及び費用負担の在り方について検討
を行い、所要の措置を講ずるものとします。

（附 則 （平成一六年六月一一日法律第一〇四号））



まとめ：コロナと高齢化の課題
1. 我々は、超高齢社会での「これまで経験したことのないよう

な」寿命の過ごし方に悩むことになる。

2. コロナの中で事業継続をするorできた知見は、超高齢社会で
求められる「より少ない労働者でより多くの生産を」に通じる。

3. 大学は「先に知識アリ」の組織から、「先に課題アリ、そのソ
ルーション」として知識を使い、知識を創る組織へ。

4. 政府は現在のままの延長線上では、実質的に超高齢社会に
耐えられる社会を作れない。


